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支援業務の実施に関する計画 

・ 必要に応じて欄を広げて記載してください。 

・ 記載内容が多い場合や図表を用いる場合等で用紙が不足する項目は別紙でも構いません。その

場合は、欄内に「別紙○○参照」のように記載してください。 

 

1.業務名称等 

法第６２条第（一・二・三・四・五・六）号に掲げる業務 (該当する番号を選択) 

【法第 62条第 2号に掲げる業務】 

住宅確保要配慮者が入居後も安心して生活を継続できるよう下記の業務を 

行う。①見守り支援 ②家主へのサポート ③生活相談支援 

 

【法第 62条第 3号に掲げる業務】 

住宅確保要配慮者が安心して賃貸借契約を締結できるよう下記の業務を行う。 

①契約トラブル防止の支援 ②見守り体制の説明 

 

【法第 62条第 4号に掲げる業務】 

入居前に、住宅確保要配慮者及び賃貸人双方に対し、居住ルールや支援内容等

について丁寧な説明を行い、相互理解及び円滑な入居に向けた合意形成を支援

するため下記の業務を行う。 

①トラブル防止に向けた説明・合意形成 ②家主との調整 

 

【法第 62条第 6号に掲げる業務】 

住宅セーフティネット制度及び住宅確保要配慮者に対する支援制度について、

ホームページ、SNS、チラシ等を活用した情報発信を行い、 

制度の周知及び理解促進に努める。 

 

 

 

【組織及び運営に関する事項】 

2.主な業務地域 福岡市およびその近隣市町村 等 
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3.組織体制 
法人の組織について、

支援業務に従事する

部分が分かるように

記載してください。 

（上記内容が分かる

組織図等でも可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.人員体制 

支援業務に従事す

る人数・役割分等、

人員体制を記載し

てください。 

支援業務に従事する人員は、以下の 4名で構成されています。 

辻愛（メイン担当）、生津博道、岡部徳明、高場孝太 

メイン担当の辻は、前職の訪問看護事業所において福祉領域と不動産業の双方

に携わり、生活困窮者や生活保護受給者、障がいをお持ちの方々への住宅斡旋

をはじめ、入居後の定期的な連絡や支援物資の提供等も行ってまいりました。

その実績から、現在も病院、福祉施設、行政機関、訪問看護ステーション、 

グループホーム、就労支援事業所など多方面と連携し、住まいを必要とする方々

からの相談・依頼対応を担っております。 

生津、岡部、高場の 3 名についても、福祉特化の現場経験こそ少ないものの、

一般不動産会社にて仲介業務に従事し、生活保護受給者やグループホーム退去

者等の入居支援に関わってきた実績があります。 

今後もこの 4 名の体制で、各関係機関より寄せられる住宅にお困りの方々への

対応を行ってまいります。 

5.勤務体制 

営業日及び休日、

勤務時間等を記載

してください。 

営業時間：10:00-19:00 

定休日：水曜日 
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【支援業務の概要に関する事項】 

6.支援対象者 
 

高齢者、障害者、子育て世帯、低所得者、被災者等 

7.業務内容 
具体的な実施方法、 

委託等の有無及びそ

の内容等について記

載してください。 

 

要配慮者から対価を

得て行う場合におい

ては、当該業務の内

容、対価及び提供の条

件に関する事項を記

載してください。 

当社では、病院、福祉施設、行政機関、訪問看護ステーション、グループホー

ム、就労支援事業所等の関係機関より、住まいにお困りの方々の支援に関する

ご依頼を受けております。 

居住支援を希望される利用者については、まずケアマネージャーや訪問看護ス

タッフ等、関係者の方々と連携のうえ、当該利用者との面談を実施します。 

面談では、利用者の現在の状況や課題、希望などを丁寧にヒアリングし、住ま

い探しのタイミングや形態、希望地域や間取り、福祉的配慮の必要性などを整

理・共有いたします。 

その後、該当する条件を踏まえ、家主様や管理会社様に対し、住宅確保に配慮

が必要な方である旨を説明し、受け入れの可否について交渉・調整を行います。

入居可能な住居が見つかった場合は、利用者と共に物件の内見を行い、契約に

向けての準備を進めます。 

契約時には、書類の説明や必要な手続きのサポートを行い、入居当日には鍵の

引渡しおよび初期対応を実施します。入居後も定期的に電話連絡や訪問等を行

い、生活上のトラブルや困りごとがないかを確認し、必要に応じて各関係機関

と連携のうえ、適切なフォローを行ってまいります。 

なお、上記業務はすべて当社スタッフが直接対応しており、外部への委託は行

っておりません。 

 

住宅確保要配慮者へのサブリースは行っていません。 

 

居住支援法人として実施する相談支援、入居支援及び入居後支援については、

住宅確保要配慮者本人から対価を徴収せず、不動産賃貸借契約に係る仲介手数

料等については、関係法令に基づき発生いたします。 

8-1.連携内容 
地方公共団体との連

携・協働に向けた取組に

ついて記載してくださ

い。 

 

福岡市の住宅政策部門及び福祉部門と連携し、住宅確保要配慮者に関する相談

情報や支援状況の共有を行うとともに、必要に応じてケース会議等へ参加し、

個別支援の調整を行います。 

また、生活困窮者支援、高齢者支援等の各種制度の活用にあたっては、行政窓

口と連携し、適切な支援につなげる体制を構築します。 
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8-2.連携内容 
要配慮者の民間賃貸

住宅への円滑な入居の

促進に資する活動を行

う者及び要配慮者の福

祉に関する活動を行う

者との連携・協働に向け

た取組について記載し

てください。 

不動産事業者及び賃貸人と連携し、要配慮者の受入れが可能な物件情報の収

集・提供を行うとともに、入居に際しては家賃債務保証会社の活用や契約手続

きの支援を行います。 

また、社会福祉協議会、地域包括支援センター、生活困窮者自立支援機関等の

福祉関係機関と連携し、入居前の生活状況の把握や課題整理を行うとともに、

必要に応じて福祉サービスや生活支援につなげます。 

入居後においても、関係機関と情報共有を図りながら見守りや生活支援を継続

し、住宅確保要配慮者が安心して居住を継続できる体制を整備します。 

 

9.人材育成 
支援業務に係る人材

の確保及び資質の向上

に関する取組について

記載してください。 

不動産実務の経験を有する職員を中心に、居住支援に必要な知識や福祉制度に

関する理解を有する人材の確保を図るとともに、必要に応じて外部人材の活用

を行います。 

また、職員に対しては、住宅確保要配慮者支援に関する行政の研修会やセミナ

ーへの参加を促進し、福祉制度、生活支援、権利擁護等に関する知識の習得を

図ります。 

社内においても定期的な情報共有や事例検討を実施し、相談対応力や支援スキ

ルの向上に努めるとともに、関係機関との連携を通じて実務能力の強化を図り

ます。 

 

 
10.実施効果等 
要配慮者の生活安定

向上にどのように寄

与するか等を記載し

てください。 

当法人の支援業務の実施により、住宅確保要配慮者が円滑に民間賃貸住宅へ入

居できる機会が拡大し、住まいの確保が困難な方の居住の安定に寄与すること

が期待されます。 

入居前の相談支援から入居後の見守り・生活支援まで一体的に実施することで、

孤立の防止や生活不安の軽減につながり、安心して継続的に居住できる環境の

確保が図られます。 

さらに、行政機関や福祉関係団体、不動産事業者等との連携体制を構築するこ

とにより、個々の課題に応じた適切な支援が可能となり、生活困窮の予防や地

域における自立した生活の実現に寄与します。 

賃貸人に対する情報提供や理解促進を行うことで、住宅確保要配慮者の受入れ

に対する不安の軽減が図られ、受入れ可能な住宅の増加につながることが期待

されます。 

 

 


